
岐阜県内の福祉医療費における併用レセプト請求方式の導入について

令和８年４月診療分より、岐阜県内の市町村が実施している福祉医療費については、「福祉医療費助成金請求書」を廃止し、

「併用レセプト請求」方式による現物給付が導入されます。

１ 実施時期
令和８年４月診療分から（令和８年５月請求分）

※令和８年３月診療以前分は、従前どおり「福祉医療費助成金請求書」での請求

となりますので、併用レセプト方式では請求できません。

２ 併用レセプト請求方式の対象となる制度
⑴ 重度心身障害者医療費助成 【公費負担者番号8桁（事業別番号８０）】
⑵ 乳幼児、子ども医療費助成 【公費負担者番号8桁（事業別番号８１）】
⑶ 父母子家庭（ひとり親）医療費助成【公費負担者番号8桁（事業別番号８５）】

※請求方法は、国の公費負担医療と同様に併用レセプトで請求となります。

重要なお知らせ

制度全般に関する問合せ先
岐阜県国民健康保険課 ０５８－２７２－８３４６

請求事務に関する問合せ先
○被用者保険
社会保険診療報酬支払基金 岐阜審査委員会事務局 業務課 ０５８－２４６－７１２１

○国民健康保険及び後期高齢者医療
岐阜県国民健康保険団体連合会 保険者支援課調整係 ０５８－２１４－２９７３



 



令和８年４月１日より
福祉医療受給者番号が
変更になります

イメージ画像

イメージ画像

気をつけてね★今の
受給者証は、４月１日

から、使えないよ！
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